
令和7年5月22日

１／６

質問
番号

質　問　事　項 回　　　　答

１

最低制限価格の具体について
公告にて「本業務の最低制限価格は、業種
区分「設計業務Ⅰ」及び「地質調査業務」
の算定基準により算出している」とありま
すが、設計書中の「地質調査業務費内訳
書」に示されている解析等調査業務費は、
最低制限価格算出時どのように計算されて
いるかご教示願います。
1. 直接調査費＋間接調査費＋諸経費×70%
＋解析等調査業務費（低減なし）
2. 直接調査費＋間接調査費＋諸経費×70%
＋直接原価＋その他原価×70%＋一般管理費
等×70%（解析等調査業務費分を「設計業務
Ⅰ」と同じ算出式で算出し、一般調査業務
費分との合計金額を地質調査業務全体の最
低制限価格としている）

地質調査業務に関する、解析等調査業務費
の最低制限価格は、業種区分「設計業務
Ⅰ」の算定基準により算出しています。

２

単価について
積算に使用している単価は「新潟県土木工
事等基礎(公表)単価表」の単価と考えてよ
ろしいでしょうか。異なる場合は、単価の
出典元を詳細にご教示願います。また、何
月の単価を使用しているかも合わせてご教
示願います。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

３

解析のボーリング本数について
「既存資料の収集・現地調査」「資料整理
とりまとめ」「断面図等の作成」「総合解
析とりまとめ」の補正係数の条件となる
ボーリング本数は27本(9本すべて岩盤ボー
リング扱いとして)と考えてよろしいでしょ
うか。異なる場合は、条件となるボーリン
グ本数をご教示願います。

仕様書の機械ボーリング９本については、
土質ボーリング・岩盤ボーリングが混在す
る場合とし、岩盤ボーリングの割合が多い
ものを想定しています。

４

諸経費対象額について
国土地盤情報データベース検定費は「電子
成果品作成費」「旅費交通費」「施工管理
費」「諸経費」の対象額に含まれないと考
えてよろしいでしょうか。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。

５

地表地質踏査について
地表地質踏査に含まれる「機械経費」「材
料費」は、その他原価の対象額に含まれて
いますでしょうか。

その他原価の対象額に含みます。
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６

「基本設計業務」「生活環境影響調査業
務」の積算にあたっては、一般社団法人持
続可能社会推進コンサルタント協会の「廃
棄物コンサルタント業務の標準的内容と積
算資料（案）」等、準拠する積算資料はあ
りますでしょうか。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

７

「基本設計業務」「生活環境影響調査業
務」の積算にあたって、「電子成果品作成
費等」「旅費交通費」は国交省「設計業務
等標準積算基準書および同（参考資料）適
用による計算式及び率計上を適用されてい
ますでしょうか。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。

８

「地質調査業務」「生活環境影響調査業
務」についてボーリング、試験費、分析費
等について「建設物価」「積算資料」等の
物価資料を適用されていますでしょうか。
また適用されている場合は〇月号適用で
しょうか。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

９

本業務は「基本設計業務」「地質調査業
務」「生活環境影響調査」の3業務で構成さ
れますが、この場合、3業務それぞれで1万
円以下を端数処理した金額を合算するの
か、合算後に端数処理するのかご教示くだ
さい。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。

10

本業務は「基本設計業務」「地質調査業
務」「生活環境影響調査」の3業務で構成さ
れますが、履行期限は令和8年12月25日との
ことですが、履行期間内に3業務それぞれ履
行すればよいという理解でよろしいでしょ
うか。

「基本設計業務」「地質調査業務」は、仕
様書に記載のとおり令和7年12月を目途に別
途発注予定の実施設計が着手できるよう履
行してください。「生活環境影響調査業
務」は、令和8年12月25日までに履行してく
ださい。

11

「生活環境影響調査」仕様書12頁(8)縦覧等
の手続き支援について、文中「説明会を開
催する場合にあっては～」とあります。こ
の場合積算については仕様成果にパンフ
レットがあるので説明会がある場合で計上
するのが妥当と推定されますが、その場合
何回程度を想定していますでしょうか？説
明会の規模等想定が困難なため、これにつ
いては歩掛等提示いただけると幸いです。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。
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12

基本設計業務について、今回積算時使用し
ている歩掛は、「廃棄物コンサルタント業
務の標準的内容と積算資料（案）」でよろ
しいでしょうか。
異なる場合は、使用している歩掛や項目、
各項目の補正値等についてご教示くださ
い。
見積採用の場合は、各項目・補正値等につ
いて、公表をお願い致します。
「廃棄物コンサルタント業務の標準的内容
と積算資料（案）」を利用している場合
は、第9章最終処分場に関するコンサルタン
ト業務・基本設計の歩掛を利用しています
でしょうか。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

13

基本設計業務の電子成果品作成費等につい
て、使用している積算基準や計算式等をご
教示ください。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。

14

基本設計業務の旅費交通費について、使用
している積算基準や計算式等をご教示くだ
さい。積上げの場合は、交通手段（公共交
通やライトバン等）、公共交通の場合は起
点・終点、IC運賃の有無、延べ人数（回
数）。ライトバン等の場合は運転時間若し
くは距離、高速の使用の有無（有り：の場
合は使用インターチェンジ）、延べ使用日
数（回数）等。
その他特別に考慮している補正等ございま
したらご教示ください。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。設計書の数量・単価に
関わることについては、回答を控えさせて
いただきます。仕様書・設計書を基に積算
してください。

15

地質調査の積算について、市場単価を利用
していると考えてよろしいでしょうか。そ
れとも「全国標準積算資料（土質調査・地
質調査）（全地連）」を利用して、項目毎
に積上げていますでしょうか。
地質調査において、市場単価の場合、建設
物価・積算資料の平均価格でよろしいで
しょうか。その場合、単価丸め等・各単価
の算出方法（上位何桁有効等々）、参考単
価月等ご教示ください。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。
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16

岩盤ボーリング（砂・砂質土）は高品質
ボーリングの補正等行っていますでしょう
か。

高品質ボーリングの補正は考慮していませ
ん。

17

地質調査について、資料整理とりまとめ
（直接調査費）の土質ボーリング・岩盤
ボーリングの各本数をご教示ください。
断面図等の作成（直接調査費）の土質ボー
リング・岩盤ボーリングの各本数をご教示
ください。

仕様書の機械ボーリング９本については、
土質ボーリング・岩盤ボーリングが混在す
る場合とし、岩盤ボーリングの割合が多い
ものを想定しています。

18

国土地盤情報データベース検定費（A検定）
の算出基準・使用している具体箇所、単価
等をご教示ください。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。

19

資機材運搬費は、冬季や豪雪地域等の補正
は今回設定していないと考えてよろしいで
しょうか。

冬期や豪雪地域等の補正は考慮していませ
ん。

20

地質調査について、施工管理費の算出基準
や具体計算式等をご教示ください。
打合せ協議の積算基準や使用項目・箇所等
をご教示ください。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。使用項目・箇所等は、
仕様書・設計書のとおりです。

21

地表地質踏査について、今回発注図書に
S=1/3000の調査計画図が添付されておりま
した。各補正では、縮尺は1/5,000～
1/2,500で積算していますでしょうか。
補正時に考えている、調査面積をご提示下
さい。
地形による補正は　「平地～丘陵地」「普
通山地」「急峻山地」のいずれでしょう
か。
積雪寒冷地及び梅雨時期等の補正等は今回
考えていますでしょうか。設定している場
合はその補正率や積上げ方をご教示くださ
い。
機械経費・材料費は地表地質調査の直接人
件費に対し、各×1％での算出でよろしいで
しょうか。異なる場合はその算出方法や掛
ける率当ご教示ください。
地質調査業務費内訳書・解析等調査業務費
の欄には、内訳明細書第3号表・地質地表踏
査で発生されると思われる、直接経費につ
いての記載欄がございません。直接経費も
「全国標準積算資料（土質調査・地質調
査）（全地連）」と同様な考え方で今回積
算していると考えてよろしいでしょうか。

地表地質踏査の補正は、考慮していませ
ん。設計書の数量・単価に関わることにつ
いては、回答を控えさせていただきます。
仕様書・設計書を基に積算してください。
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22

生活環境影響調査業務について、今回積算
時使用している歩掛は、「廃棄物コンサル
タント業務の標準的内容と積算資料
（案）」でよろしいでしょうか。異なる場
合は使用している歩掛基準・使用している
箇所（項目名等）・各補正をご教示下さ
い。見積採用の場合は、歩掛の公表をお願
いします。
「廃棄物コンサルタント業務の標準的内容
と積算資料（案）」の場合、表6-22最終処
分場の生活環境影響評価業務の、大気質・
騒音・振動・悪臭・地下水の各項目は、上
記の表により計上されていますでしょう
か。異なる場合は使用している積算基準・
項目・補正等をご教示下さい。
大気質測定機器設置・撤去（降下ばいじ
ん）（沿道大気質）の使用している歩掛基
準や項目名・補正等をご教示ください。見
積採用の場合は、歩掛や使用している補正
の公表をお願いします。
騒音・振動調査・悪臭調査・地下水調査は
「廃棄物コンサルタント業務の標準的内容
と積算資料（案）」の表6-22最終処分場の
生活環境影響評価業務の歩掛ではない場合
や、前述を参考にしつつも独自解釈による
組み合わせで積上げている場合、参考見積
の場合は歩掛と補正の公表をお願いしま
す。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

23

現地調査（調査業務）間接費について、使
用している積算基準・計算式等をご教示く
ださい。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。

24

現地調査（調査業務）直接経費（第13号）
各単価について、算出基準・使用項目・計
算式（算出式や市場単価等の場合はその使
用している箇所・何月号等）等ございまし
たらご教示ください。見積採用等の場合
は、単価等の公表をお願いします。
現地調査（調査業務）直接経費（第14号）
の、使用している積算基準・計算式・必要
数量等をご教示ください。（小型車・大型
車の台日数、消耗品費の算出計算式、仮設
電源設置費の算出式等）。参考見積使用の
場合は単価や数量等をご教示ください。
5分析費（第15号）の各単価について、算出
基準・使用項目・計算式（算出式や市場単
価等の場合はその使用している箇所・何月
号等）等ございましたらご教示ください。
見積採用等の場合は、単価等の公表をお願
いします。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。
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25

生活環境影響調査（技術業務）の（４）予
測及び影響の分析の「大気質」「騒音」は
運搬車両及び埋立作業の両方の歩掛を計上
されていますでしょうか。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

26

生活環境影響調査書の作成は、「調書作
成」「概要版」「パンフレット」各項目全
て計上されていると考えてよろしいでしょ
うか。

仕様書のとおりです。

27

調査書の縦覧等手続き支援は、「廃棄物コ
ンサルタント業務の標準的内容と積算資料
（案）」（P90 ６．２．５）全項目を積上
げていると考えてよろしいでしょうか。計
上項目をご教示ください。他積算基準等を
ご使用の場合は、使用項目や補正、見積使
用の場合は歩掛等をご教示ください。

設計書の数量・単価に関わることについて
は、回答を控えさせていただきます。仕様
書・設計書を基に積算してください。

28

打合せ協議の積算基準や使用項目・箇所等
をご教示ください。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。使用項目・箇所等は、
仕様書・設計書のとおりです。

29

直接経費の電子成果品作成費や旅費交通費
の使用している積算基準や計算式等ご教示
ください。参考見積等による場合は、その
単価等をご教示ください。

積算基準については、新潟県土木部積算基
準に準じています。設計書の数量・単価に
関わることについては、回答を控えさせて
いただきます。仕様書・設計書を基に積算
してください。
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